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 ○図書館学外者継続利用に関する細則 

 

制定 平成２８年 ４月 １日             
            改正 平成２８年 ９月 １日 平成３１年 ４月 １日 

   令和 ４年６月 ２９日             

 

第１条 この細則は、杏林学園の教職員、学生以外の者（以下「学外者」という。）

が杏林大学付属図書館（以下「図書館」という。）を継続利用する場合に必要な事

項を定める。なお、ここでいう図書館は医学分館及び井の頭分館（以下「分館」と

いう。）を指す。井の頭分館八王子分室は学外者の利用対象外とする。 

第２条 図書館を継続利用できる学外者は以下のとおりとする。 

（１）杏林学園の元教員及び元職員 

（２）杏林学園の卒業生 

（３）杏林学園の施設における実習生、研修生 

（４）杏林学園研究者との共同研究者 

（５）近隣地域に在住在勤する１８歳以上の市民 

（６）高大連携等事業に係る高校生の科目受講に関する内規に基づき、学長が認めた  

者 

（７）その他分館長が特に許可した者 

第３条 利用目的は個人の研究学習に限る。継続利用を希望する学外者が次の手続き

を経た場合に、閲覧証を交付し年度単位の利用を認める。ただし、第２条第１項第

３号、第４号、第６号の学外者であって、その利用を必要とする期間があらかじめ

特定できる場合は、その期間とする。 

（１）第２条第１項第１号、第２号の学外者 

別に定める申請書に必要事項を記入して提出する。 

（２）第２条第１項第３号、第４号の学外者 

別に定める申請書に所属長が必要事項を記入して提出する。 

（３）第２条第１項第５号、第７号の学外者 

別に定める申請書に必要事項を記入し、身分を証明する資料の写し、年度登録

料５００円を添えて提出する。なお、提出書類と年度登録料は、いかなる理由

があっても返還しないものとする。 

（４）第２条第１項第６号の学外者 

別に定める高大連携等事業に係る高校生の科目受講に関する内規による。 

２ 初回登録時、再発行時はカード代実費を徴収する。なお、各々の分館長の判断により

上記の年度登録料、カード代実費を免除することがある。 

第４条 学外者は図書館利用規程、その他杏林学園の規程・規則を遵守するとともに、

分館長の指示に従わなければならない。 



第5類（図書館学外者継続利用に関する細則） 

5-7-2 

２ 前項に違反した者に対しては、図書館の利用を停止し、または禁止することがあ

る。 

第５条 学外者の図書館の利用範囲は、図書館利用規程の範囲のうち相互貸借サービ

スを除いたものとする。ただし、第２条第１項第４号の学外者の利用範囲は、杏林

学園の教職員と同等とする。 

第６条 学外者が貸出を受けることができる図書資料の冊数（点数）及び期間は次の

とおりとする。ただし、第２条第１項第３号の学外者は杏林学園の学生に準じ、第

２条第１項第４号の学外者については杏林学園の教職員に準じるものとする。 

 

分  館 種  類 冊  数 期  間 貸出期間更新可能回数 

医学 単行書 ３冊以内 １４日以内 １回 

井の頭 単行書 ５冊以内 １４日以内 更新不可 

２ 第１項の貸出期間を超過した場合は、杏林大学図書館図書資料延滞に関する内規

を適用する。 

第７条 この細則の改廃は、医学分館運営委員会及び井の頭分館運営委員会の議を経

るものとする。 

 

附 則 

１ この細則は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

２ 医学分館学外者継続利用に関する細則（平成 ８年 ９月２０日制定）、保健学

分館学外者継続利用に関する細則（平成 ８年 ９月２０日制定）及び人文・社会科

学分館学外者継続利用に関する細則（平成１６年 ２月２３日制定）は、廃止する。 

附 則 

この細則は、平成２８年 ９月 １日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

 


